
授業研究

公民
1 はじめに

　昨今、地方自治に関する時事問題がニュースで

ひん繁に取り上げられる中、本当に地方自治は「民

主主義の学校」なのかという問いかけから「地方

公共団体のしくみと住民参加」の単元をスタート

したい。

　ここ１、２年でも、首長の不信任決議、議会の

解散や、特色ある条例の施行など、地方自治に関

するニュースが多く取り上げられた。こうした出

来事を契機に、二元代表制のメリット・課題を学

びの起点とし、地方自治のしくみについて理解さ

せたい。また、最近施行された愛知県豊
とよ

明
あけ

市のス

マホ使用条例や香川県ネット・ゲーム依存症対策

条例など、中学生にとって自分ごととして捉えら

れるような条例を事例に条例について学び、最後

に自分たちの地域をよくするためにどのような条

例があるとよいか考える授業を紹介したい。

2 授業実践

（１）「二元代表制」のメリット・課題
　授業では、導入として『社会科 中学生の公民』

（以下、教科書）で既習のp.91「5衆議院で指名

される首相と議院内閣制のしくみ」とp.102「2

地方自治のしくみ」（図１）を見比べ、どこが違

うか生徒に尋ね、国政は国民の選挙で国会議員の

みを選出するが、地方議会の議員と執行機関（首

長）は、住民の直接「選挙」で選ばれることを確

認する。次に「二元代表制」のメリット・課題に

ついて各種資料を使って調べさせる。以下は、生

徒が調べた結果をまとめたものである。

【メリット】

　首長は政策決定、執行、提案などを、議会は条

例の制定、予算の議決などを行い、互いを監視し

合いチェックし合いながら協力することでより良

い自治運営を目指すことができる。

【課題】

①首長と議会の対立で、重要政策の決定が遅れた

り、予算が否決されたりするなど政策の停滞の

可能性がある。対立が続くと住民が必要とする

サービスが提供されにくくなる恐れがある。

②首長が圧倒的な支持を得ている場合、議会が首

長の提案をそのまま認めてしまう傾向が見られ、

議会の監視機能の形骸化が生じる可能性がある。

③政策の意見対立を想定した制度の趣旨を逸脱し、

首長の住民の信頼を失わせるような行動による

「不信任決議」が可決されても、首長が議会解

散を選択し、議員選挙や首長選挙（自動失職の

場合）の２つの選挙を実施するケースが起こり、

選挙費用の側面からも課題がある。

　課題①～③のような状態は、発生することもあ

るが、その解決の過程こそが大事だともいえる。
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だん

体
たい
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こう

成
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地方議会と、地方公共団体の長である首
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長
ちょう

（都

道府県知事や市（区）町村長）が置かれ、住民のための政
せい

治
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が行われ
ています。国の政治では、内
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閣
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総
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理
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ちょく

接
せつ

選ぶこ
とはできません。これに対し地方の政治では、地方議会の議員と首
長の両者を、住民が直接選挙によって選ぶことができる二元代表制

せい

という制
せい

度
ど

がとられています。
　地方議会は、地方公共団体独

どく

自
じ

の法である条
じょう

例
れい

の制
せい

定
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や、地方公
共団体の一年間の活動に必要な予算の決定などを行います。これに
対し首長は、条例や予算の案をつくって議会に提

てい

出
しゅつ

したり、議会が
決めた予算が実行されるよう、行

ぎょう

政
せい

機関を指
し

揮
き

監
かん

督
とく

したりします。 
　地方議会と首長の意見が対立した場合に、首長は議会に議決のや
り直しを求めることができます。一方、議会は、首長の不信

しん

任
にん

を議
決することができ、不信任が議決されれば、首長は辞

じ

職
しょく

するか、議
会を解

かい

散
さん

しなければなりません。このように、地方議会と首長が互
たが

いを監
かん

視
し

し合うしくみによって、権
けん

力
りょく

がどちらか一方に集中しない
ようになっています。
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　茨城県議会は、議会の活性化に取り
組んでいます。例えば、住民が傍

ぼう

聴
ちょう

し
やすい休日に議会を開く「休日議会」
や、住民の声を直

ちょく

接
せつ

聴
き

く「県民との青
空対話議会」、県内の大学との連

れん

携
けい

を
行うなど、住民参加を促

うなが

しています。
　これらの取り組みによって、茨城県
議会は最も先進的な都道府県議会の一
つとして注目されています。
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　　　　　　　　　　地方の政治において、住民は選挙権
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を行使し
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地方議会・
首長と私たち

p.56

p.56

4

5

解説② 6

住民参加と
まちづくり

p.17 解説③

地方議会と首
しゅ

長
ちょう

の仕事を、本文か
らそれぞれ書き出してみよう。

地方自治における二元代表制
せい

の特
とく

徴
ちょう

を、「権
けん

力
りょく

の集中」という言葉
を用いて説明してみよう。

確認しよう

説明しよう

解説③ 非
ひ
営
えい
利
り
組
そ
織
しき
（NPO）

　NPO（Non-Profi t Organization）は、さま
ざまな社会貢

こう
献
けん

活動を行う、営利を目的にしな
い団

だん
体
たい

です。福
ふく

祉
し

、教育、まちづくりなど多く
の分野で活動しています。

岸
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和
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市自治基本条例（大阪府岸和田市）
市民が自治の主体となる「市民自治都市」の
実
じつ
現
げん
に向けた基本原理を定める

安
あ

曇
づみ

野
の

松
まつ

川
かわ

村すずむし保
ほ

護
ご

条例（長野県松川村）　村のシンボ
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ほ
獲
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止
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かん
境
きょう
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ほ
全
ぜん
する

那
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覇
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市ハブ対
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策
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毒
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ひ
害
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旭
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川
かわ
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山
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動物園条例
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名
めい
称
しょう
や入園料などを定める

佐賀市未来を託
たく

す子どもを育むための大人の役
やく

割
わり

に関する条例
（佐賀県佐賀市）　子どもの育成に関する大人の役割を明らかにする

金沢市における学生のまちの推
すい

進
しん

に関する
条例（石川県金沢市）　市民と学生の交流を促

うなが
し、

希望と活力に満ちた魅
み
力
りょく
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文化芸
げい

術
じゅつ

の振興による心豊
ゆた
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でん
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さがみはらみんなのシビックプライド
条例（神奈川県相

さ が み
模原

はら
市）市への愛着や共

感、誇
ほこ
りを育み、地域の活性化につなげる

鎌
かま

倉
くら

市公共の場所におけるマ
ナーの向上に関する条例（神奈
川県鎌倉市）誰

だれ
もが「住んでよ

かった、訪れてよかった」と思える
成
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した観

かん
光
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都市を目指す

↑ さまざまな特色ある条
じょう

例
れい

　 　 　 　 あなたの住
す
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ち

域
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の条例も調べてみよう。3 資料活用
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都道府県の知事 18 歳
さい

以上 30 歳以上

市（区）町村長 18 歳以上 25 歳以上

都道府県・市（区）町村
議会の議員 18 歳以上 25 歳以上
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解説② 住民投票
条
じょう
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による住民投票の結果には法的な拘
こう
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に行われた、いわ
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成
せい
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がっ
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」では、市町村合併を問う
住民投票が各地で行われました。
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たい 内
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結果
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8月

新潟県
旧巻

まき
町

原子力発電所
の建

けん
設
せつ

反対多数。初の条例
による住民投票。
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9月

沖縄県 在
ざい

日
にち

米軍基
き

地
ち

の整理縮
しゅく

小
しょう

賛
さん

成
せい

多数。県レベル
で初の住民投票。

2000年
1月

徳島県
徳島市

吉
よし

野
の

川可
か

動
どう

堰
せき

の建設
反対多数。その後建
設は凍

とう
結
けつ

。

2015年
5月

大阪府
大阪市

大阪都構
こう

想
そう

の
実
じつ

現
げん
（大阪市を

廃
はい

止
し

して特別
区に再編する）

反対多数。政
せい

令
れい

指定
都市の廃止をめぐっ
て行われた最大規模
の住民投票。

↑ 主な住民投票の例6

内容 必要な署
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定
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有
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権
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1
50以上

首
しゅ

長
ちょう

事
じ

務
む

の監
かん

査
さ

監査委員

議会の解
かい

散
さん

有権者の
1
3 以上

選挙管理
委員会議員・首長の解

かい
職
しょく

主要な職
しょく

員
いん

の解職 首長
＊1　副知事、副市（区）町村長、選挙管理委員、公安委員、監査委員
＊ 2　有権者数が 40 万人を超える場合は、40 万人を超える分の 1/6 と
40 万人の 1/3 を合計した数以上。80 万人を超える場合は、80 万人を超
える分の 1/8 と 40 万人の 1/6 と 40 万人の 1/3 を合計した数以上。

＊2

＊1

↑ 直
ちょく

接
せつ

請
せい

求
きゅう

権
けん

の内
ない

容
よう

5

自分のまちの課題を解
かい

決
けつ

する予算案を提
てい

案
あん

しよう②

①（p.101）で調べた課題に対する議会や首長の政
せい

策
さく

や公約を調べよう。Q

アクティビティに挑戦
べよう。

p.108-109
で確認
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図１　『社会科 中学生の公民』p.102「2地方自治のしくみ」

中学校社会科のしおり 2026年度 前期号 - 18 -



公 民

　次に地方自治では、議会には、首長の不信任決

議、首長には、議会の解散、住民には直接請求権

や住民投票がある。それについて見ていく。

（２）「不信任決議」と「解散」
　地方自治体の「不信任決議」は、議会が首長に

対して不信任の意思を示す重要な手段であり、首

長の行為や態度を問題視した場合の監視機能とし

て効果がある。その反面、不信任決議によって失

職した首長が、その後の出直し選挙に立候補する

ことを禁止されず、再選を果たしたケースもある。

　逆に、首長は議会を「解散」させる「議会解散

権」を持つ。首長が議会を解散させた場合、議会

の選挙が行われ、解散後初めて招集される議会に

おいて再度不信任決議（議員数の３分の２以上が

出席し、その過半数の同意）があった場合、首長

は議長通知があった日において失職する。「不信

任決議」と「解散」したケースがニュースで取り

上げられているので紹介することもできるだろう。

 （３）直接請求権
　地方自治における住民の権利として、「直接請

求権」があることを、教科書p.103「5直接請求

権の内容」（図２）で確認する。国の政治と違い、地

方の政治には直接請求権が幅広く認められている。

　しかし、首長の解職の請求には、短期間で多く

の署名を集めなければならないし（地方自治法施

行令第92条第３項）、就任後１年間は請求できな

い（地方自治法第84条）などハードルが高いこ

とを確認する。その背景には、選挙後に落選した

側から解職運動が起こり解職合戦になってしまう

場合や、職務をある程度経験した上で判断する必

要があることを補足する。

　その上で必要な署名について、有権者の３分の

１とはどのくらいかを、那覇市を例に生徒に考え

させる。那覇市の有権者数253,617人（2026年

１月26日現在）を紹介し、その３分の１を計算

させてもよい。すると、84,539人と具体的な数

字がでてくる。さらに具体的にイメージさせたけ

れば、生徒の通う学校の生徒数と比較させてもよ

いだろう。

　解職の請求の後には住民投票が行われ、住民の

過半数の賛成が必要なこと、地方公共団体の法で

ある条例も住民からの請求で制定することも制度

上は可能であることにもふれる。

（４）条例
　次に、「条例」について、教科書p.103「3さ

まざまな特色ある条例」（図３）を活用する。例

えば、神奈川県鎌倉市は観光都市で、年々観光客
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し
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携
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　そして、地方の政治は国とは異

こと

なり、直接民主制を取り入れた直
ちょく

接
せつ

請
せい

求
きゅう

権
けん

が幅
はば

広
ひろ

く認
みと

められています。住民は、必要な数の署
しょ

名
めい

を集
めることで、首長や地方議員などの解

かい

職
しょく

や議会の解散を請求するこ
と（リコール）ができます。請求後は住民投票が行われ、過

か

半
はん

数
すう

の賛
さん

成
せい

があれば解職や解散が決定されます。さらに、署名を集めること
によって、条例の制定や改

かい

廃
はい

を請求することもできます。このほか
にも、地域の重要な課題に対する住民の意見を地方の政治に反

はん

映
えい

さ
せる手

しゅ

段
だん

として、条例に基
もと

づく住民投票があります。
　　　　　　　　　　東日本大震

しん

災
さい

以
い

降
こう

、防
ぼう

災
さい

やまちづくりへの住
民参加がますます求められるようになってきて

います。地方公共団体と自治会（町内会）、非
ひ

営
えい

利
り

組
そ

織
しき

（NPO）、ボラ
ンティアなどが協力し合いながら、新たなまちづくりに取り組む場
面が増

ふ

えています。地
ち

域
いき

行事や住民運動に参加することも住民参加
の一つの方法です。
一方、住民には、条例を守るなどの責

せき

任
にん

や、納
のう

税
ぜい

により行政活動
を支

ささ

えるなどの義
ぎ

務
む

を果たすことも求められています。

地方議会・
首長と私たち

p.56

p.56

4

5

解説② 6

住民参加と
まちづくり

p.17 解説③

地方議会と首
しゅ

長
ちょう

の仕事を、本文か
らそれぞれ書き出してみよう。

地方自治における二元代表制
せい

の特
とく

徴
ちょう

を、「権
けん

力
りょく

の集中」という言葉
を用いて説明してみよう。

確認しよう

説明しよう

解説③ 非
ひ
営
えい
利
り
組
そ
織
しき
（NPO）

　NPO（Non-Profi t Organization）は、さま
ざまな社会貢

こう
献
けん

活動を行う、営利を目的にしな
い団

だん
体
たい

です。福
ふく

祉
し

、教育、まちづくりなど多く
の分野で活動しています。

岸
きし

和
わ

田
だ

市自治基本条例（大阪府岸和田市）
市民が自治の主体となる「市民自治都市」の
実
じつ
現
げん
に向けた基本原理を定める

安
あ

曇
づみ

野
の

松
まつ

川
かわ

村すずむし保
ほ

護
ご

条例（長野県松川村）　村のシンボ
ルであるすずむしの捕

ほ
獲
かく
を禁
きん
止
し
し、自然環

かん
境
きょう
を保

ほ
全
ぜん
する

那
な

覇
は

市ハブ対
たい

策
さく

条例（沖縄県那覇市）
毒
どく
へびであるハブの被

ひ
害
がい
から市民を守る

旭
あさひ

川
かわ

市旭
あさひ

山
やま

動物園条例
（北海道旭川市）　動物園の
名
めい
称
しょう
や入園料などを定める

佐賀市未来を託
たく

す子どもを育むための大人の役
やく

割
わり

に関する条例
（佐賀県佐賀市）　子どもの育成に関する大人の役割を明らかにする

金沢市における学生のまちの推
すい

進
しん

に関する
条例（石川県金沢市）　市民と学生の交流を促

うなが
し、

希望と活力に満ちた魅
み
力
りょく
あふれるまちとする

文化芸
げい

術
じゅつ

の振興による心豊
ゆた

かで活力あふ
れる香川づくり条例（香川県）伝

でん
統
とう
文化の保

ほ

存
ぞん
・継
けい
承
しょう
や、新たな文化芸術の振興を図る

さがみはらみんなのシビックプライド
条例（神奈川県相

さ が み
模原

はら
市）市への愛着や共

感、誇
ほこ
りを育み、地域の活性化につなげる

鎌
かま

倉
くら

市公共の場所におけるマ
ナーの向上に関する条例（神奈
川県鎌倉市）誰

だれ
もが「住んでよ

かった、訪れてよかった」と思える
成
せい
熟
じゅく
した観

かん
光
こう
都市を目指す

↑ さまざまな特色ある条
じょう

例
れい

　 　 　 　 あなたの住
す

む地
ち

域
いき

の条例も調べてみよう。3 資料活用

選挙権
けん

被
ひ

選挙権

都道府県の知事 18 歳
さい

以上 30 歳以上

市（区）町村長 18 歳以上 25 歳以上

都道府県・市（区）町村
議会の議員 18 歳以上 25 歳以上

↑ 地方公共団
だん

体
たい

における選挙権
けん

・被
ひ

選挙権4

解説② 住民投票
条
じょう

例
れい

による住民投票の結果には法的な拘
こう

束
そく

力
はありません。1999 年以

い
降
こう

に行われた、いわ
ゆる「平

へい
成
せい

の大合
がっ

併
ぺい

」では、市町村合併を問う
住民投票が各地で行われました。

年月
地方公
共団

だん
体
たい 内

ない
容
よう

結果

1996年
8月

新潟県
旧巻

まき
町

原子力発電所
の建

けん
設
せつ

反対多数。初の条例
による住民投票。

1996年
9月

沖縄県 在
ざい

日
にち

米軍基
き

地
ち

の整理縮
しゅく

小
しょう

賛
さん

成
せい

多数。県レベル
で初の住民投票。

2000年
1月

徳島県
徳島市

吉
よし

野
の

川可
か

動
どう

堰
せき

の建設
反対多数。その後建
設は凍

とう
結
けつ

。

2015年
5月

大阪府
大阪市

大阪都構
こう

想
そう

の
実
じつ

現
げん
（大阪市を

廃
はい

止
し

して特別
区に再編する）

反対多数。政
せい

令
れい

指定
都市の廃止をめぐっ
て行われた最大規模
の住民投票。

↑ 主な住民投票の例6

内容 必要な署
しょ

名
めい

請
せい

求
きゅう

先

条
じょう

例
れい

の制
せい

定
てい

、改
かい

廃
はい

有
ゆう

権
けん

者の
1
50以上

首
しゅ

長
ちょう

事
じ

務
む

の監
かん

査
さ

監査委員

議会の解
かい

散
さん

有権者の
1
3 以上

選挙管理
委員会議員・首長の解

かい
職
しょく

主要な職
しょく

員
いん

の解職 首長
＊1　副知事、副市（区）町村長、選挙管理委員、公安委員、監査委員
＊ 2　有権者数が 40 万人を超える場合は、40 万人を超える分の 1/6 と
40 万人の 1/3 を合計した数以上。80 万人を超える場合は、80 万人を超
える分の 1/8 と 40 万人の 1/6 と 40 万人の 1/3 を合計した数以上。

＊2

＊1

↑ 直
ちょく

接
せつ

請
せい

求
きゅう

権
けん

の内
ない

容
よう

5

自分のまちの課題を解
かい

決
けつ

する予算案を提
てい

案
あん

しよう②

①（p.101）で調べた課題に対する議会や首長の政
せい

策
さく

や公約を調べよう。Q

アクティビティに挑戦
べよう。

p.108-109
で確認
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対策条例をタブレットで調べさせ、それぞれの条

例について賛成・反対・どちらでもない（その他）

の選択肢を設けて生徒の考えを聞いた。

①「スマホ使用条例」
　下の表は条例に対する生徒の意見の例である。

賛　成

・学習以外の利用だったら、あまり長く利
用していると睡眠時間も短くなり体にも
よくないので賛成。

・罰則や強制力がないなら目安としてあっ
てもいいと思う。市で決めたと言われた
ら、ずっと利用する罪悪感も生まれて本
当に利用時間が減ると思うので賛成。

・見直すきっかけを提供することを目的に
しているので十分に効果があると思う。
守らない人は多いと思うが話題に上がる
というだけで十分だし、使いすぎはよく
ないという認識を広められるので賛成。

反　対

・スマホの利用時間を減らすことで、睡眠
時間や娯楽などに使える時間は増えるけ
れど、その人の人生だし使い方は自由で
はないかという意味で反対。

・スマホの使用時間を制限したところで睡
眠時間が増えるかは分からないし、子ど
もからすると制限されることによるスト
レスにつながると思うので反対。

・情報化が進みスマホが便利になっている
現代社会と逆なことなので反対。

どちら
でもない
（その他）

・睡眠時間も大切だけどスマホは大切な情
報源であり、いろいろな役割があるので
１日５時間などがよいと思う。

・睡眠時間確保のためなら、１日２時間以
内の制限ではなく、21時までの時間指
定の制限がよいと思う。

　その後、他者の意見を聞いた後の自分の意見を

まとめさせると次のようなＡさんの意見があった。

Ａさんの意見

「私にとって、スマホはとても大事なものなのでこの
条例には反対でした。しかし、みんなの意見を聞いて
いると、スマホは特に睡眠時間などに悪影響をもたら
すことがあるため、スマホの利用を見直す機会として
はいいかと思いました。今年は受験生なので、生活リ
ズムに悪影響を及ぼさないためにも条例が必要なのか
と思い始めました。」

②「ネット・ゲーム依存症対策条例」
　下の表は条例に対する生徒の意見の例である。

賛　成

・ゲームを長い時間すると、それ以外の日
常生活に支障をきたす場合があるから規
制した方がいいと思う。午後10時以降
は、睡眠に充てた方がいいので、決まり
があった方がゲーム・ライフ・バランス
として大切なので賛成。

・依存症になると危ないので努力義務とし
て対策する分にはよいと思う。こういう
条例があるという事実が大切だから賛成。

・依存を防げるのなら絶対にやった方がい
い。努力義務なので強制力はあまりなく
自分の意識が大切になってくるいい条例
なので賛成。

反　対

・いちいち時間を決めてしまうとその時間
に全部やり切ろうとしてできなかった場
合とてもやりたくなるし、時間を決めて
しまうとさらに依存症になりやすくなる
から反対。

・ネット・ゲームを触らない=依存症の改
善にはならないと思う。子どもが興味の
ある、気軽に参加できるイベントなどを
市や県が行って、ゲーム以外にも関心を
持たせるようにすることも必要だから反
対。

・保護者も常に子どもを見られるわけじゃ
ないから保護者も大変で子どもも反抗的
になると思うので反対。

・家庭内で話し合いをしてほしいし、この
条例を施行するなら、子どもだけではな
く大人も制限したらいいと思う。大人の
人だけずるいと思うから反対。

どちら
でもない
（その他）

・中学生の利用は夜11時までにして、平
日３時間、休日は４時間半くらいにした
方が息抜きになると思う。

・音楽などもこの条例に入っているなら１
時間は短すぎると思うので、もう少し延
ばした方がいい。音楽を聴いて勉強する
人もいるのでどちらでもない。

　その後、他者の意見を聞いた後の自分の意見を

まとめさせると次のようなＢさんの意見があった。
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公 民

　このような活動が自分の住む地域について改め

て考えるきっかけとなり、地方公共団体の持つ課

題やその解決に向けて、自分ごととして具体的に

行動していくことにつながっていくと考えられる。

そして、そのことこそ社会参画へつながると思わ

れる。

3 評価について

　本教材について、地方公共団体のしくみを理解

した上で、二元代表制のメリット・課題、不信任

決議、身近な条例など、タブレットをはじめ各種

資料を使い調べさせることは、「主体的に学習に

取り組む態度」の評価につながる。また、スマホ

使用条例、ネット・ゲーム依存症対策条例につい

て自分の意見を持つとともに、身近な条例を創造

するなどの「表現」活動へつなげ「思考・判断・

表現」の評価として見取っていく。例えば、先述

したスマホ使用条例でのＡさんは、一人で考えた

時は反対の立場だったが、共有後、他者の意見で

「睡眠時間への悪影響」に気づき、自分の受験生

としての立場とつなげる反応を示し、条例の必要

性に気づいている。授業の中でペア学習やグルー

プ学習で共有したりすると、生徒同士の関係性の

向上も図られ、より理解が深まると考えられる。

4 おわりに

　本稿は「地方公共団体のしくみと住民参加」と

いう教材を通して、そのしくみと住民の関わりを

理解し、民主的な視点からそのしくみについて考

察するものである。地方自治は「民主主義の学校」

と言われるが、住民参加なしでは形骸化する恐れ

がある。中学生である住民が「民主主義的視点」

で時事問題を自分ごととして捉えていく、そんな

問題提起になれば幸いである。

Ｂさんの意見

「私はあまりゲームなどをしないので、この条例は別
にいいかと思い賛成しましたが、みんなの意見を聞い
ていると、依存しすぎない程度で時間を決めてやるこ
と、そして保護者としっかり家庭で話し合ってルール
を決めることが大事だと思うので、別に条例がなくて
もいいかと思いました。」

③「条例」を創造しよう
　「日常でこんな条例があったらいいなぁと思う

条例を考えてみよう」という課題を投げかけて生

徒に考えさせた。以下のようなものがあった。

・ペット放し飼い禁止条例

　近所のゴミ置き場が収集日に犬や猫などに荒らさ
れ、道や歩道にゴミが散乱していて困ったことが
あった。野良犬や野良猫はほとんどいないので、飼
い主がいるペットのしわざだと思われた。そのこと
から条例を考えた。犬や猫の放し飼いによって、ゴ
ミがあさられるなど環境が荒らされるのを防ぐ目的
で、違反した場合は、飼い主に対し５万円以下の過
料を科す。

・自習室開放条例

　受験生であるため、塾が開いていない時間や休日
など自由に勉強したいが、その場所がなくて困るこ
とがあった。だから、自治体が学校の空き教室など
を利用し、自習室として開放すれば、受験生は助か
るし、沖縄県の学力向上にもつながると、この条例
を考えた。しかし、遊び目的や談話室として利用す
る人がいたら勉強に集中できないので、自習室で騒
いだりしたら強制退出をさせる。

・朝はできるだけ歩こう条例

　歩道を歩いている時にいつも渋滞している場所が
あり、なかなか車が進まないのを見た時、距離の近
い移動であれば歩いた方が早いと思ったし、その方
が健康的だと思ったのでこの条例を考えた。道が混
まないようにすることと健康維持が目的だが、長い
距離を歩くのが難しい人は申請や医師の診断書の提

示により免除するなどの配慮が必要になる。

授業研究
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